
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

１．自治体における AI・RPAの導入状況 

 私たちはいつの間にか人工知能（AI）を身近に

利用している。スマホの位置検索機能や音声認

識機能を日々利用している人も多いし、自宅で

Amazon EchoやGoogle Homeなどのスマート

スピーカー（AI スピーカー）を利用している人も

増えてきた。 
AI の実用化は、深層強化学習（ディープラーニ

ング）の技術革新によってここ数年、飛躍的に発

展してきている。そしてさまざまな分野での活

用が始まっており、徐々に自治体現場へと広が

りつつある。 
銀行や保険会社への問い合わせは、今ではAI

が答えることが多くなっている。チャットボッ

ト（チャットとロボットをかけあわせた言葉）と呼ば

れるプログラムは、あらかじめ用意された膨大

な量の問答集から最適なものをコンピュータが

選び出して自動で回答する。 
 自治体に関しても三菱総研が開発に乗り出し、

2016 年の掛川市、川崎市、2017 年の 30 余の
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自治体における実証実験を経て、2018 年から

「AI スタッフ総合案内サービス 1」の商用提供

が始まった。また、富士通 2やソフトバンク 3な

どの競合他社も相次いで自治体チャットボット

に参入してきている。市町村においては、まず

住民対応のチャットボットから AI の活用を始

めようとしているところも多い。 
 これに対して県レベルでは、音声認識のAIか
ら入るところが比較的多い。音声認識技術を用

いた会議録等の作成に関するものである。従来

から音声認識ソフトはあったものの認識精度は

低かった。しかしここ 1，2 年でその精度は飛躍

的に向上して、実用に耐えるものとなってきた。

会議録の作成 4や首長の記者会見の文字起こし

に関して AI を活用している自治体も増えてき

た 5。会議録の集約機能を提供している徳島県

のような例 6も出てきている。 
総務省が、全都道府県・市区町村を対象に行

った「地方自治体における AI・RPA の実証実

験・導入状況等調査」の集計結果を見ると、AI
を一業務でも導入（実証実験を含む。以下この調査

において同じ。）している団体は、都道府県で約

36％、指定都市で約 60％、その他の市区町村で

約４％であった。また、RPA（ロボティック・プロ

セス・オートメーションの略。人間が PC 上で行うキ

ーボード入力やマウス操作、コピー＆ペーストなどの

単純作業を自動化する技術のこと）を一業務でも導

入している団体は、都道府県で約 30％、指定都

市で約 40％、その他の市区町村で約３％となっ
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ていた。AI・RPA とも、指定都市・中核市等の

人口が一定規模以上の自治体を中心に導入が進

み始めている。また、導入している分野として

は、市区町村においては、児童福祉や子育て、

健康・医療など福祉分野での活用事例が比較的

多い。 
総務省は 2018 年 9 月に「地方自治体におけ

る業務プロセス・システムの標準化及びAI・ロ

ボティクスの活用に関する研究会（スマート自治

体研究会）」を設置し、2019 年 5 月に報告書を公

表した。その会議の中では、地方自治体におけ

るＡＩ・ＲＰＡの活用事例も紹介している。こ

れらは現在進められている自治体のAI・RPA活

用の一部といえよう。（活用実例の全体像について

は、同研究会報告書のウェブサイトにある資料 21のエ

クセル集計表を参照されたい）。 
 

２．AI・RPA導入によるメリット 

 AI・RPA 等を導入している自治体は、さまざ

まな効果をあげている。チャットボットは24時

間 365 日、いつでも問い合わせ可能なサービス

であり、住民の満足度も高い。また、窓口業務

における翻訳システムを導入している自治体か

らは、日本語での意思疎通が困難な外国人住民

への各種案内や事務手続きができるようになっ

たなどのメリットがあげられている。 
省力化・コスト削減効果も多く認められる。

特に RPA によりその作業量が飛躍的に削減さ

れたことにより、職員は定型の入力業務から解

放されて、より重要な「住民と向き合うサービ

ス」に時間をさけるようになっている。行政運

営の改善や産業振興など、さまざまな視点での

効果も挙げられているところである。また、

RPA については職員の作業時間削減だけでな

く、ミスの削減などの効果も認められるところ

である。 
 
                                                   
7 内閣官房 
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３．運用にあたっての人材の確保と育成 

 AI・RPA の普及に伴い、今後AI 人材が不足

することが日本全体で大きな課題 7となってい

る。自治体においても AI 人材の獲得が必要だ

という声もあるが、Google をはじめとする

GAFA が AI 人材を初任給 20 万ドル以上で獲

得している現状を考えると現実問題 8としては

残念ながら獲得は不可能だ。日本の地方公務員

の給与体系からは大きくそれるからだ。 
そこで、せめてAI 関連用語を理解し、ベンダ

ーとある程度の交渉ができるような人材、いわ

ゆる「橋渡し人材」を確保し、育成していくこ

とが必要だと考えられる。また、RPA に関して

は、シナリオ（RPA に実行してほしい処理の流れを

フロー図形式で記述したもの。開始と終了の間に繰返

し実行したい処理を入れていくなどして作成する）の

作成をベンダー任せにせず、職員自らができる

ようになることが好ましいと考えられる。 
大規模自治体を除けば、これらの人材育成を

個別自治体単体で行うことはかなり難しく、自

治大学校をはじめとする全国的な研修組織（市

町村アカデミー、全国市町村国際文化研修所なども含

む）で研修メニューを提供していくことを強く

期待したい。 
 
４．AI・RPA が職員の業務に与える影響――職

員はどうあるべきか 

 AI や RPA の活用により、職員を定型業務か

ら解放するという効果が大きく期待できる。職

員は、職員でなければできない「より価値のあ

る業務」に注力する時間的余裕が生まれるし、

職員の仕事は今後そちらにシフトしていくこと

が望まれる。住民サービスの向上のためにはこ

の点は極めて重要なことである。 
また、ベテラン職員の経験を AI 等に蓄積す

ることにより、これまでベテラン職員でなけれ

ばできなかった業務も、比較的経験年数の浅い
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職員が従事できるようにもなる。これにより、

団体の規模・能力や職員の経験年数に関わらず、

ミスなく事務処理を行うことができるようにな

る。これも住民サービスの向上に資するもので

ある。 
 もちろん導入に関してはさまざまな課題も存

在する。実証実験段階では無償で取り組んでく

れていたベンダーが、商用化に伴い購入費用や

毎年の運営経費を相当額請求することもあり、

予算措置に悩むことにもなるだろう。ICT 担当

課が推進の旗振りをしても、業務を遂行してい

る各所属がなかなか重い腰を上げてくれない場

合も少なくないだろう。また、ICT につきもの

の情報管理や個人情報保護についての懸念を払

しょくする必要もあるだろう。さまざまな課題

は存在するが、それらを克服する努力が必要だ。 
 自治体の存在意義は、住民福祉の増進（地方自

治法第 1条の 2 第 1項、第 2 条第 14項）、住民サー

ビスの向上である。今後、AI や RPA の導入を

積極的に進めることが、①住民サービスの向上、

②職員の業務負担軽減、働き方改革、人件費削

減、③新しい行政サービスの創設、などにつな

がっていくものと考えられる。 
 自治体は AI・RPA を導入できない理由を列

挙するのではなく、できる方法を探す時代に入

っている。 
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地方公共団体の内部統制と監査委員監査 

 地方自治法が改正されて、地方公共団体にお

いても、今後は首長をトップとした適正な内部

統制の構築や運用が求められることになった。

「監査実務の課題研究」においても、制度化さ

れた内部統制関連規定は重要な位置づけを占め

ることになる。 

 地制調答申等も参考に概観するなら、改正さ

れた自治法で定められた内部統制関連規定の多

くの部分は、先行する株式会社の内部統制を参

考にして構築されたと考えることができる。株

式会社の内部統制、あるいは金商法も影響を与

える上場会社の内部統制は大いに参考になる部

分もあるが、地方公共団体に求められる内部統

制には特有の違いがあることも確かである。 

 リスクマネーを集めて事業を運営している株 

式会社は、主に出資者である株主のために利益 

を上げながら事業を継続していくことを目的と 

しており、経営トップはこの目的を達成するた

めに必要な内部統制を組織内に構築、運用する 

ことが求められる。我が国の株式会社の場合、

主に社員の新卒一括採用からはじまる出世競争

の中で、専ら会社によく精通しており、上記目

的を達成する能力が高いと思われる者の中から

経営者が選ばれるケースが多いといえる（これ

については株主が経営者を選ぶのではなく、会

社内の論理で経営者が選ばれてしまうという、

法理念とは異なる「経営者支配」という問題が

以前から指摘されている）。したがって株式会社

のトップは、当該組織の内部統制に良くも悪く 

 

 

 

 

 

も長けているといえる（内部統制の固有の限界

もあり、経営者がその脆弱性を悪用するケース

もあるため）。 

他方、地方公共団体の首長が職員出身のケー

スは別であるが、首長が業務の詳細に熟知して

いるとの前提は少し不正確であろう。地方公共

団体の事務を経験することなく、自治体組織の

内部統制の議論等とは全く別次元で、ある政治

的理念を達成することを目的として首長になる

ケースも多い。その場合には、株式会社のトッ

プとは異なり、自治体トップの内部統制の方針

の継続性や実務に対する理解の深度には、首長

自身が持つ知見や適性等により、相当程度の差

異があると思われる。このような内部統制に係

るトップの理解や資質等に起因する自治体間の

ギャップを埋める意味においても、監査委員の

知見を最大限に生かすことは有用であり、同利

用が十分でない場合には、内部統制の継続性や

有効性という点で問題が生じる可能性も出てく

る。 そのため改正自治法により導入された内部

統制制度の中でもとりわけ重要な機能を果たす

ことが期待されるのが監査委員の機能であり、

主に首長が作成する内部統制評価報告書に対す

る審査を通じて同機能を発揮することが期待さ

れる。しかしながらもしも適正な内部統制の審

査がなされなかったことが明らかになった場合

には、相応の責任も発生してくるため、監査委

員にはこれまでと違った実効性のある監査が求

められると考える。 

 

地方公共団体のステークホルダー及び内部統制の特徴 

公法人であれ私法人であれ、あるいは営利法

人であれ非営利法人であれ、法人夫々について、

その組織が存在する意義や目的があり、専らそ

⾃治⼤学校における研修講義の紹介 

監査実務の課題研究 
⽇本⼤学商学部准教授 紺野 卓 
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で行われた監査・内部統制専門課程第19期における研修講

義の内容を整理したものです。 



の内容は準拠法から導くことができるケースが

多いと考える。 

 自治法は、「地方公共団体は、住民の福祉の増

進を図ることを基本として、地域における行政

を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う

ものとする」（1条の２）ことを定めており、実

定法上も住民主権の事業運営を求めている。 

 次に地方公共団体の内部統制について、これ

は株式会社における内部統制の目的を参考とし

ながらであるが、「業務の有効性及び効率性」、

「財務報告の信頼性」、「事業活動に関わる法令

等の遵守」、「資産の保全」を主要な目的として

挙げるケースが多い。地方公共団体においても、

同目的が一つのベンチマークになると思われる

が、地方公共団体は租税からなる公金で運営さ

れていることもあり、株式会社とは少し異なり、

上記内部統制の目的の中でも「資産の保全」、あ

るいは「財産の保全」がより一層強調されるべ

きであり、またそのような法解釈は十分可能で

ある（信託概念から導かれる）。 

もちろん「資産の保全」、あるいは「財産の保

全」を達成する上で、業務が効率よく有効に機

能していること、すなわちムダ
・ ・

なく業務が運営

されている必要があり、また業務全体が法令等

に違反していないことは当然に必要となる。ま

た上記を含む組織全体の活動について、信頼性

が担保された財務報告という形でその結果が住

民に提供されることにより、住民はその後の

様々な意思決定が可能となるため、上記４つの

目的のそれぞれが必要であることは変わること

はない。 

 

内部統制と住民監査請求 

 内部統制の目的の中でも「資産の保全」、ある

いは「財産の保全」は重要な意味を持つと考え

るが、また別の表現として住民の関心事は、資

産の保全を含む、主に地方公共団体の「財務会

計行為」にあると考えることもできるため、そ

の場合、財務会計行為に係る内部統制は住民監

査請求の対象になると推量できる。 

 改正自治法により導入される内部統制評価報

告書には、文理上も「財務」に関する内部統制

は必ず含まれると解釈できるため、これを一つ

の請求根拠として住民監査請求を提起できる可

能性がある。他方、住民監査請求はあくまで地

方公共団体の中に存する「違法・不当な財務会

計行為」に対して、住民がその是正等を求めて

監査請求できる点には改めて留意が必要になる。

すなわち内部統制評価報告書の公表や、同報告

書に対する監査委員の審査等を通じて、今後は

地方公共団体の内部統制の状況が明らかになる

と期待されるが、そこで判明する内部統制は財

務会計行為に直接関わるものか、あるいは非財

務会計行為かに大きく二分できる。住民監査請

求が対象とするのはあくまでも前者に限定され

るという点は変わらない。内部統制評価報告書

を通じて明らかとなった違法・不当な財務会計

行為につながる事実等は、これはケースに応じ

た判断になるものと考えられるが、 住民監査請

求に際して必要となる「証する書面」として利

用できる、あるいはその一部として利用できる

とする法律解釈は十分可能であろう。つまり内

部統制評価報告書上で明らかにされた内部統制

上の重要な不備について、その事実をそのまま

是正することを請求する住民監査請求は有効と

考えられる上、その請求に際して必要となる「証

する書面」として、内部統制評価報告書および

監査委員の審査意見を提出することも法律上は

有効と推量できる。 

また、例えば、職員による違法・不当な財務

会計行為が内部統制評価報告書で明らかとなり、

これについて住民監査請求が提起されたものの、

正当な理由がないにも関わらず同請求が監査委

員により棄却等された場合で、その後、住民訴

訟まで進み住民が勝訴するようなケースでは、

監査委員には任務懈怠があったと解釈できる余

地もある。すなわち内部統制評価報告書上で内

部統制の不備が開示されており、住民はそれを



根拠として住民監査請求をしたにも関わらず、 

同請求に対して監査委員が適正な対応を行わな

い場合には、監査委員は監査主体として必要と

される行為義務に違反している可能性も指摘で

きる。加えて、過年度において、首長は組織の

内部統制は有効であると評価していたにも関わ

らず、また監査委員の審査においても首長の当

該評価を適正としていたにも関わらず、後にな

って地方公共団体内の違法・不当な財務会計行

為が判明するようなケースでは、かつて実施し

た内部統制の評価が適正でなかったことに対す

る首長の責任は当然のこと、同報告書を審査し

た監査委員の責任も追及できる余地がある。 

 

監査実務の変容と監査主体に求められる資質 

国と地方の借金の対GDP比が、先進諸国の中

でも突出して高いと評される我が国の財政状況

を勘案するに、財政規律の適正の確保は喫緊の

課題であり、地方公共団体において監査委員が

果たすべき役割は大きい。 

これまでの地方公共団体の監査委員は、同団

体内に存する大きな問題を発見、是正する等の

積極的な活躍が期待されているのではなく、責

任ある監査委員メンバーの一人として名を連ね

て庁内に睨みをきかせることが重要な仕事であ

ったかもしれない。つまり実質的に有効な監査

の実施が求められていたというよりも、それこ

そ同団体の事務に精通しているとか、監査経験

の有無等は関係なく、所謂地元の名士が監査委

員に就任していることも少なくないため、もし

かすると名誉職にも近いケースもあったように

思われる。しかしながら今後の監査委員につい

ては、名のある人ではなく実体を伴った有効な

監査を実施する実務者が求められている。もし

も有効な監査を実施しなければ、自らが訴訟の

対象となり法的責任が発生する可能性も出てく

る。監査委員監査が有効であったかどうか、そ

の有効性を裏付けるのが監査事務局の機能であ

り、監査事務局職員においては、監査委員をサ

ポートし有効な監査を実施する資質と能力が求

められている。 

 

今後の監査委員監査に求められるもの 

 例えば、自分の財布から自腹でタクシーに乗

るときには、メーターがちょっとでも上がって

いくのが気になるのに、タクシーチケットで乗

る際にはいくらメーターが上がっても全く気に

ならない。同じような状況や考えが地方公共団

体の中にあってはならない。 

 租税からなるパブッリクマネーの取り扱いに

ついて、地方公共団体の運営に携わる一人一人

は、自治体の支出のメーターが上がることに敏

感でなければならない。 

国と地方の借金がここまで膨れ上がっている

現状を鑑みるに、公金に対する考え方を根本か

ら考え直すべきであろう。これはなにも監査委

員に限る話ではないが、地方公共団体の事業運

営に関わる者全員が、パブリックサーバントと

して公金を扱う重要性の認識を高めることが

必要である。 

 監査委員監査は、地方公共団体の財政規律の

適正を確保するための大きな権限を有している

にも拘わらず、これまでは決して有効に機能し

ていたとはいえない。また監査委員自身につい

ても、これまでは有効な監査を実施してこなか

ったとしても、特にその責任が問われることが

なかったといえよう。しかしながら、これまで

このような慣習があったにしても、今後もこれ

が継続するとは思えない。 

改正された自治法では、今回触れた内部統制

関連規定以外にも、監査委員監査に係る様々な

機能強化が図られており、監査委員が監査を実

施するにあたっての実効性を高める方策が盛り

込まれている。監査委員の機能強化に伴い、そ

の反射として監査委員の責任は重くなることが

予想される。 

 監査委員が監査を実施するにあたり、最も重

要性を持つのが、その手足となる監査事務局の 



機能である。監査事務局がその役割を適切に果

たすことができなければ、監査委員監査は有効

には機能しない。 

 最後になるが、上記した内容の認識を深めて

いくにつれ、現在の監査委員からは、「これでは

監査委員の責任が重すぎて、今後は引き受けら

れない」という声が聞こえてきそうである。全

くその通りで、本来、そう簡単に引き受けられ

るような仕事ではないといえる。他方、そうで

あるならば今後はその職責に見合う形での給与

の増額等も検討されるべきであろう。 

このようなまだまだ多くある「監査実務の課

題」を多面的に検討し、実務に役立てることは

今後ますます重要性を持つと考える。 
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１ マネジメントコースとは 

 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１

日まで、私は総務省自治大学校特別研修生（マネ

ジメントコース）として過ごしました。 

マネジメントコースとは、自治大学校（以下「自

治大」）における１年間の特別研修で、同校の基本

法制研修Ａ及び第１部課程等を履修するほか、実

務研修として、研修の企画・運営や調査研究等の

実務に参画するものです。１年間所属する自治体

を離れ、自治大において研修と実務双方を経験す

ることで、実践的に政策形成能力及び行政管理能

力の向上を図ることを目的としています。 

平成３０年度の本コースには、北は北海道から

南は熊本県まで全８名が参加し、うち５名が上半

期に、私を含む残り３名が下半期に研修を履修す

る編成となっていました。 

私は同コース期間中の１０月２２日から２月

１９日まで基本法制研修Ａ第２期と第１部課程

第１３１期を履修し、その他の期間は自治大の業

務に従事しました。 

 

２ 教務部における実務研修 

実務研修期間は、自治大の各部署に配属される

こととなりますが、私は、研修の企画・運営を行

う教務部に配属され、基本法制研修Ｂ及び第２部

課程の企画・運営を担当しました（課程担当と言

います）。 

基本法制研修Ｂとは、２週間という短時間で基

本法制の概要を把握する研修で、第２部課程受講

者等が受講できるものです。 

第２部課程とは、政令指定都市を除く市町村職 

 

 

 

 

員を対象とした研修で、研修期間は約２カ月間。

政策立案演習をはじめとする演習に多くの時間

を割く構成で、自治体が抱える今日的な課題につ

いて、深く掘り下げる研修内容となっています。 

基本法制研修Ｂは１００名程度、第２部課程は

８０名程度の研修生がおり、課程担当は彼らの研 

修を支えます。個々の講義や演習を担当する教授

陣は他におりますが、全般的な業務はこの課程担

当が担うため、業務は広範囲にわたります。 

課程担当の主な業務内容は、次のとおりです。

①研修の企画立案、②カリキュラム編成、③講師

関係の調整、④入校決定、⑤教材発注、⑥研修に

係る資料の作成、⑦各種オリエンテーションの準

備・司会、⑧演習の班編成等の準備、⑨課題とり

まとめ、⑩会場の準備、⑪研修生への事務連絡、

⑫効果測定の準備・実施、⑬アンケートとりまと

め、⑭成績通知等です。 

平成３０年度は、大幅な研修カリキュラムの変

更があり、講義、演習、式典すべてについて見直

しを行いました。私は、４月～１０月まで基本法

制研修Ｂ第１期、第２部課程第１８２期、同課程

第１８３期の運営を行いました。基本法制研修Ｂ

は、平成３０年度に新たにできた研修であり、記

念となる第１期の運営をさせていただいたこと

は、思い出深いです。 

課程担当がほぼ１人で研修を全期間運営する、

ということは、大きな責任を伴いますが、その分

やりがいもありました。とりわけ、次期研修の企

画にあたっては、研修生のアンケート結果を踏ま

えて、研修課目の新設・廃止や、特別講演・首長

講演等の候補者を検討させていただき、結果的に

は実現しなかったものもありましたが、良い経験

になりました。 

業務時間外においては、第２部課程の皆さんと
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交流することが楽しみの一つでした。地元の名

酒・名産品を持ち寄りながら談話室で夜遅くまで

語り合ったり、食事やカラオケに出かけたり、サ

ッカーＷ杯をテレビで応援したりと、多くの時間

を共有し、たくさん話をしました。 

第２部課程第１８３期の卒業を見送ったわず

か５日後には、私自身が研修生となり、第１部課

程卒業まで、実務を離れました。 

その後、再び教務部に戻り、課程担当の経験を

活かして、第２部課程第１８５期の課程運営の補

助、平成３１年度の研修内容の見直し、各種手引

きの改正事務をさせていただきました。研修生を

経験したことで気づいた点は積極的に取り入れ、

業務の改善に努めました。 

 

３ 基本法制研修Ａ・第１部課程 

前述のとおり、１０月２２日から２月１９日ま

では、一研修生として基本法制研修Ａ第２期と第

１部課程第１３１期を履修しました。 

研修内容の詳細は、既に他の卒業生が語ってい

るため割愛しますが、基本法制研修Ａでは基本法

制課目の座学が中心となっている一方、第１部課

程では、課題発見・解決能力や政策立案能力の向

上に資する各種演習を中心に据えた内容となっ

ています。それまで職員として関わってきた自治

大の研修に、研修生として参加することは不思議

な感覚だったと記憶しています。 

 

４ マネジメントコースの意義 

研修だけでなく実務を経験できるマネジメン

トコースを修める意義は、次の３点にあると考え

ています。 

第１に、カリキュラム内容を検討し、関係各所

と調整をすることで、調整能力や立案能力等の向

上を図ることができる点です。平成３０年度は研

修内容の見直しに伴い、時間外勤務が多かったた

め、自分の精神的・身体的残業耐性がわかりまし

た。仕事への向き合い方や仕事におけるプライオ

リティを見つめ直す良い機会にもなりました。 
第２に、様々な方々と巡り合う機会に恵まれた

点です。自治大で学ぶ自治体職員、講師として自

治大に来られる民間企業の代表者、大学の研究者

等、１年を通じて多くの方々に出会いました。 
その方々に共通して言えることは、皆、バイタ

リティーに溢れ、仕事やプライベートで様々なチ

ャレンジをしており、故郷を含む全国各地の地域

に対して、熱い思いを持っているということでし

た。その人間力の高さに圧倒されました。 
こうした人間的な魅力は、仕事をしていく上で

も重要であると考えます。エビデンスに基づく政

策立案も当然ながら大変重要ですが、実際にそれ

を実現するためには、コミュニケーション能力も

重要です。時に困難に思われたことが、対応者の

人間的な魅力によって、突破できてしまうことは

現実の世界ではよくあります。 
とりわけ、私が担当した基本法制Ｂ及び第２部

課程の平均年齢は４２歳。地元の自治体では部下

と上司の間に立って、中堅職員として活躍されて

おり、私の前を行く優秀な先輩方です。これまで

自治体の様々な課題に取り組む中で培われてき

た見識や、何事にも前向きに全力で取り組まれる

姿勢を間近で拝見することができ、目指すべき職

員像をイメージすることができました。人間性を

磨き、魅力ある自治体職員を目指す意欲が向上す

るとともに、この１年で得たネットワークは大切

な財産となりました。 
第３に、将来の地方自治を作り上げる人材の育

成に、末端ながら関わらせていただいたことで、

人材育成の視点が生まれた点です。「これからの

自治体職員に求められる能力とは何か、その能力

を身に着けるために、今何を学ぶ必要があるのか

…」と考えていくプロセスを通じて、私を自治大

に送り込んでくれた派遣元の考えにも思いを馳

せ、気を引き締めて研修に臨むことができました。

今後もこの視点を大切に、常に自分に問いかけな

がら自己研鑽に励んでいきたいと考えています。 



 
 
５ 最後に 

 各都道府県がそれぞれの研修所を持ち、人材育

成基本方針に基づいて研修を実施している現在、

自治大の研修に参加することの必要性を感じな

い方もいらっしゃるかと思います。 

しかしながら、自治大における研修は、全国の

自治体職員と長期間寝食を共にして学ぶという

他では得られない経験をすることができます。市

町村職員の方々には、短期間であれば市町村アカ

デミーや、全国市町村国際文化研修所もあります

が、県職員が県外の市町村職員や全国の都道府県

職員と共に過ごす宿泊研修は、他には無いと思い

ます。 

同期間、所属の自治体で働いていたのでは決し

て得られなかった、数多くの交流を通じて、視野

を広げることができます。 

ここに来なければクロスすることも無かった、

人と人との人生。自治大を行き交う様々な人々の

力が合わさり、地方自治を推し進める原動力にな

ると信じています。 

１人でも多くの方が自治大学校に関心を寄せ

てくださり、将来、自治大の研修生となって、こ

の大きな「輪」の一員となってくだされば幸いで

す。 
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